
選択的人工妊娠中絶禁止の根拠または無根拠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（室月 淳　2014 年 4 月 12 日，
4 月 25 日一部修正）

出生前診断は「生命の選別である」という倫理的な批判にたいしては，産むか産まないかはカッ
プルがきめる「自己決定」という論理で答えられることが一般的です．そのかわりに「どちらを
選択しても社会的不利益を受けないよう，国や社会は全力で支援する」ことが必要とされます．
産むことを選択した家族のために，各種の福祉，社会対策やノーマライゼーション政策の実施が
求められます．障害者が排除されるのではないかという不安のもとでは，どのような出生前検査
も障がいを持って生活している方や家族を始め，国民に受け入れられるはずはありません．NIPT

の導入を契機として，「すべての障害者が安心して生活できる社会」をつくっていくという社会の
姿勢が求められます．

といったところが，出生前診断をめぐる現在の議論の一般的な結論だろうと思います．しかしこ
の結論は「生命の選別」という批判にたいして真正面から答えているというよりは，「生命の尊重」
という主張にたいし「産む側の自己決定」という別の価値観を単に並列しているだけのようにも
みえます．女性の自己決定尊重 ( プロチョイス ) と，胎児の生命尊重 ( プロライフ ) の対立軸で人
工妊娠中絶について考えても，これ以上の生産的な議論はうまれそうもありません．それは，自
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己決定権を重視する考えかたも生命尊重主義も，人間のつくりだした一種のフィクションなので
あり，それぞれになにか絶対的な根拠があるわけではないからだと思います．

さらには「自己決定」のための前提として社会施策の実現なども，論理的に自明のようにみえな
がら，つきつめて考えるとわからなくなってくるところがあります．これはすでにわれわれが簡
単には解決のできない矛盾した現実をそのまま生きているからでしょう．そういった現実のな
かから問題がことばになって発せられます．それに答えようとした瞬間に，問題はまた袋小路に
はいってしまいます．われわれにできることは不断に問いを問い続けることだけかもしれませ
ん．

これまでわれわれは人工妊娠中絶の問題をどのようにとりあつかってきたのでしょうか？　そ
れは「妊娠 22 週未満の分娩はすべて流産とする」，すなわちこの時期に出生する児は「はじめか
ら生きていない」と定義する，ということばの操作によって解決してきました．こういった現実
の生々しい問題を，「ことば」の抽象的な定義によってすり抜けてしまうやり方は，近代の理性が
発明したとてもスマートな方法です．

母体保護法という「ことば」によって人工妊娠中絶は公的に認められていますが，しかしそれは
どう言いつくろっても結局は「殺人」にほかなりません．人工妊娠中絶が「殺人」であるのは，妊
娠初期ではそれは象徴的な形で，妊娠中期においては明瞭かつひそやかな形で顕在化していま
す．アメリカ各州の「中絶法」は "Fetal Homicide Laws" とよばれています．Homicide（殺人）をあ
る条件下では法的に許容するという内容です．

人工妊娠中絶はしょせん人殺しであると思います．それではわれわれは，いろいろな理由で胎児
を中絶したいという女性にたいして，どんな理由があっても中絶はゆるされないといえるか，と
いえばなかなかそうはいえません．妊娠中のリスクや生まれたあとの責任をすべて女性にあず
けたまま，じぶんたちが一方的にかってなことをいえないと考えてしまいます．胎児の生きる権
利はあるのはまちがいありませんが，それは 100％の無条件の原則ではないでしょう．

それでは選択的人工中絶についてはどうでしょうか．もし胎児が重い病気をもつことがわかっ
て，女性が中絶を希望するとき，それを禁じることができるのでしょうか．社会がその子の面倒
をみて，女性に負担をかけさせないというのであれば，選択的中絶を禁止することはできるで
しょう．そうでなければ禁止することはむずかしい．

もし障害をもつ児の出生を事前に回避できるのであれば，いざ自分がその立場におかれたときに
それを選択しないひとはけっしてすくなくはないでしょう．もちろんそれは間違いなくひとが
自分の都合しか考えていない「エゴ」です．児の立場からすれば，障害をかかえて生まれてきた
としても，たとえその生命がわずかであったとしても，家族にみまもられて生涯をまっとうする
のが本望でしょう．医療は本来そのような思いをかなえるためにあるべきだったはずです．そ
れでは選択的中絶は禁止されるべきか？　そうであるとすればその根拠はなにか？

このことをつきつめて考えると，結局のところ選択的中絶を禁止する論理的，道徳的根拠はない
ような気がします．それは禁止する根拠を見いだせないというだけでなく，これまで無数の人工
妊娠中絶をおこなってきて，これからもおこなうであろう人間の現実を，道徳的に正しくうけと
めることができないのです．選択的中絶を禁止する根拠が存在しないというよりは，そこでは選
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択的中絶禁止における無根拠性があらわになっているといったほうが正しいかもしれません．

これらのことは人間の生き方の根幹にふれるものですから，そのつど議論の俎上にあがりながら
いつの間にか忘れられてしまい，徹底的につきつめられたためしがありません．しかし根幹的で
永遠の課題という理由で議論をいつまでも棚上げにしているわけにはいきません．こういった
議論をただ堂々めぐりしているだけの不毛の営為としてきらい，選択的中絶の是非を不問に付し
たまま「自己決定」の錦の御旗のもとに出生前診断、選択的中絶の道をつきすすむひともいます
が，これは一種のニヒリズムといえるでしょう．

選択的中絶を禁止することには根拠がないはずなのに，ひとはいかなる現実的な理由から，選択
的中絶はやはり望ましくないと考えるのでしょうか．それはやはり中絶の本質は人殺しと感じ
ているからだろうと思います．「胎児をむやみに殺してはいけない」という感覚をおおくのひと
がいだいているのでしょう．このことが絶対的な倫理原則にはならないにしても，この感覚がす
こしでも社会のなかで現実的になるためにはどうすべきかと考えることはできます．このこと
は，むやみに中絶をえらばないですむ社会とはどういう社会なのかという問いにいいかえること
ができます．すなわち障がい者も健常者も区別なく同じように共存できる社会です．

問題にたいする新たな答えの道をさぐりながら，平凡な結論にまたたどりついてしまったようで
す．しかし実はそれでじゅうぶんなのかもしれません．

--------------------------------------------------------------------

 ご意見，ご感想などがありましたら，ぜひメールでお寄せ下さい
 アドレスは murotsuki に yahoo.co.jp をつけたものです

　　

無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）（いわゆる新型出生前診断）について　にもどる

遺伝子の時代と遺伝カウンセリング　にもどる

室月研究室ホームページトップ　にもどる

フロントページ　にもどる

カウンタ　474　（2014 年 4 月 12 日より）
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http://plaza.umin.ac.jp/~fskel/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=FrontPage
http://plaza.umin.ac.jp/~fskel/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%BC%BC%B7%EE%B8%A6%B5%E6%BC%BC%A5%C8%A5%C3%A5%D7
http://plaza.umin.ac.jp/~fskel/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%B0%E4%C5%C1%A5%AB%A5%A6%A5%F3%A5%BB%A5%EA%A5%F3%A5%B0
http://plaza.umin.ac.jp/~fskel/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%CA%EC%C2%CE%B7%EC%BA%D9%CB%A6%A5%D5%A5%EA%A1%BC%C2%DB%BB%F9%B0%E4%C5%C1%BB%D2%B8%A1%BA%BA%A1%CA%A4%A4%A4%EF%A4%E6%A4%EB%BF%B7%B7%BF%BD%D0%C0%B8%C1%B0%BF%C7%C3%C7%A1%CB%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
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